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五管区水路通報第２５号
（516項－539項）

平成１６年 ６月２５日 第五管区海上保安本部
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第 516項 四国南岸 足摺岬南方（リマ海域）・・・・・・・・・射撃訓練
第 517項 四国南岸 足摺岬南方・・・・・・・・・・・・・・・照明弾投下訓練
第 518項 本州南岸 日高港・・・・・・・・・・・・・・・・・防波堤一部完成
第 519項 和歌山下津港 外港・・・・・・・・・・・・・・・・・・防波堤倒壊
第 520項 大阪湾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・漂流観測
第 521項 尼崎西宮芦屋港 第２区・・・・・・・・・・・・・・・・・ヨットレース
第 522項 尼崎西宮芦屋港 第３区・・・・・・・・・・・・・・・・・ヨットレース
第 523項 神戸港 第１区・・・・・・・・・・・・・・・・・磁気探査作業
第 524項 神戸港 第１区・・・・・・・・・・・・・・・・・潜水作業
第 525項 神戸港 第４区及び付近・・・・・・・・・・・・・潜水調査等
第 526項 明石海峡 垂水漁港東方・・・・・・・・・・・・・・潜水調査作業
第 527項 明石海峡 垂水漁港・・・・・・・・・・・・・・・・花火大会
第 528項 淡路島 洲本港・・・・・・・・・・・・・・・・・潜水調査
第 529項 東播磨港・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・物揚場築造工事
第 530項 東播磨港 航路付近・・・・・・・・・・・・・・・・重量物荷役作業
第 531項 姫路港・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海上訓練
第 532項 家島諸島 家島、天神鼻付近・・・・・・・・・・・・防波堤築造工事
第 533項 四国南岸 日和佐港・・・・・・・・・・・・・・・・灯設置
第 534項 四国南岸 牟岐港・・・・・・・・・・・・・・・・・浮桟橋設置
第 535項 四国南岸 牟岐港・・・・・・・・・・・・・・・・・防波堤延長
第 536項 四国南岸 浅川港・・・・・・・・・・・・・・・・・無線塔存在
第 537項 四国南岸 浅川港・・・・・・・・・・・・・・・・・防波堤完成
第 538項 四国南岸 甲浦港・・・・・・・・・・・・・・・・・灯浮標について
第 539項 四国南岸 甲浦港・・・・・・・・・・・・・・・・・離岸堤一部撤去

船舶保安情報の通報についてお知らせ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本通報に使用している経度・緯度は に基づいています世界測地系(WGS-84)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海上保安庁水路通報24号

海図の改補（小改正）のお知らせ
（6月18日発行）掲載分

海 域 改正内容 該当海図 項

大阪湾、樽井漁港 図誌訂正（灯台について） W1103 651

詳細については、海上保安庁水路通報の各項をご覧ください。
また、インターネットでも提供しています。

※ http://www1.kaiho.mlit.go.jp/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ(URL)
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
五管区水路通報及び水路図誌に関する問い合わせ先
第五管区海上保安本部 海洋情報部 監理課 情報係
〒650-8551 神戸市中央区波止場町１番１号 TEL (078)391-6651(内線 2515、2516)

神戸第２地方合同庁舎（９階） FAX (078)332-6307(自動受信)
ＦＡＸによる五管区水路通報提供サービス

(078)332-6307 ･･････最新号〔ポーリング受信式〕
(078)391-1310(手動受信)･･最新号、バックナンバー（過去１か年分）〔情報番号;0#〕

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/tuho2.htmｲﾝﾀｰﾈｯﾄｱﾄﾞﾚｽ(URL)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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★１６年５１６項 四国南岸 － 足摺岬南方（リマ海域） 射撃訓練
自衛艦２隻による対空及び水上射撃訓練が実施される。
期 間 平成１６年７月１６日(予備１７日、１９日）の0600～1800
区 域 ６地点により囲まれる区域

(1) 31-48.2N 133-29.8E
(2) 31-42.2N 133-29.8E
(3) 31-28.2N 132-59.8E
(4) 31-36.2N 132-59.8E
(5) 31-36.2N 132-37.8E
(6) 31-48.2N 132-37.8E

備 考 実施艦は、「Ｂ」旗を掲揚
海 図 Ｗ１５７
出 所 防衛庁海上幕僚監部

★１６年５１７項 四国南岸 － 足摺岬南方 照明弾投下訓練
自衛隊航空機２機による照明弾（１８発）の投下訓練が実施される。
期 間 平成１６年７月１２日(予備１３日)の1900～2000
区 域 31-00N 133-00Eを中心とする半径10海里の円内
海 図 Ｗ１５７
出 所 海上自衛隊第31航空群

★１６年５１８項 本州南岸 － 日高港 防波堤一部完成
北防波堤が一部完成している。
位 置 ２地点を結ぶ線上付近（幅6メートル）

(1) 33-52-01.0N 135-09-04.9E
(2) 33-52-04.8N 135-09-15.3E

海 図 Ｗ７７(分図「日高港」)
出 所 田辺海上保安部

★１６年５１９項 和歌山下津港 － 外港 防波堤倒壊
雑賀崎漁港沖防波堤は、ケーソンが倒壊し一部のケーソンは水没している。
位 置 34-11.1N 135-08.5E付近
海 図 Ｗ１１５０
出 所 和歌山下津港長

★１６年５２０項 大阪湾 － 漂流観測
測量船「うずしお」による浮標及び人形を使用した漂流観測が実施される。
期 間 平成１６年７月７日
区 域 付図に示す区域
海 図 Ｗ１５０Ａ
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５２１項 尼崎西宮芦屋港 － 第２区 ヨットレース
西宮防波堤北方において、クルーザー型ヨット(8隻)によるレースが
実施される。
期 間 平成１６年７月１０日、１１日の0900～1630
区 域 34-41-39N 135-19-02Eを中心とする半径700メートルの円内
警戒船 ３隻配備
備 考 コースを、浮標３個で表示
海 図 Ｗ１１０７
出 所 尼崎西宮芦屋港長
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★１６年５２２項 尼崎西宮芦屋港 － 第３区 ヨットレース
西宮防波堤南側において、クルーザー型ヨット（15～30艇）によるヨットレースが実施される。
期 間 平成１６年７月４日、１８日の1000～1700
区 域 ５地点により囲まれる区域

(1) 34-40-18N 135-21-32E
(2) 34-39-48N 135-20-52E
(3) 34-39-17N 135-18-50E
(4) 34-40-35N 135-18-50E
(5) 34-40-31N 135-21-15E

警戒船 ３隻配備
備 考 区域内にコースを示す正四面体形黄色浮標を2基設置
海 図 Ｗ１１０７－Ｗ１１０３
出 所 尼崎西宮芦屋港長

★１６年５２３項 神戸港 － 第１区 磁気探査作業
潜水作業を伴う磁気探査作業が実施される。
期 間 平成１６年７月１日～９月３０日
区 域 付図に示す区域
警戒船 潜水作業時、配備
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長

★１６年５２４項 神戸港 － 第１区 潜水作業
川崎造船前面海域において、潜水士による電気防食装置の
取付作業が実施される。
期 間 平成１６年７月７日～９日(予備１２日～１６日)
区 域 (1) 34-40-22N 135-11-21E付近

(2) 34-40-12N 135-11-12E付近
警戒船 １隻配備
海 図 Ｗ１０１Ａ
出 所 神戸港長

★１６年５２５項 神戸港 － 第４区及び付近 潜水調査等
海釣公園東方において、潜水士による係船浮標・灯付浮標の点検作業及び深浅測量が実施される。
期 間 平成１６年７月３日（予備４日、１０日、１１日）の日出～日没
１、浮標点検作業

位 置 下記５地点付近
(1) 34-38-13N 135-06-41E
(2) 34-38-09N 135-06-28E
(3) 34-37-59N 135-06-29E
(4) 34-37-50N 135-06-32E
(5) 34-37-50N 135-06-51E

警戒船 配備
２、深浅測量

区 域 34-38.3N 135-06.5E付近
海 図 Ｗ１３１
出 所 神戸港長

★１６年５２６項 明石海峡 － 垂水漁港東方 潜水調査作業
平磯付近において、潜水士による生物調査が実施される。
期 間 平成16年7月14日、15日(予備16日～31日)の0700～1200
区 域 下記３地点付近

(1) 34-37.5N 135-04.5E
(2) 34-37.3N 135-03.9E
(3) 34-37.4N 135-03.6E

警戒船 １隻配備
海 図 Ｗ１３１
出 所 神戸海上保安部
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★１６年５２７項 明石海峡 － 垂水漁港 花火大会
花火大会が実施される。
期 間 平成１６年７月１１日（予備１２日）の1930～2130
区 域 34-37-31N 135-03-14E付近
警戒船 ２隻配備
海 図 Ｗ１３１
出 所 神戸海上保安部

★１６年５２８項 淡路島 － 洲本港 潜水調査
内港において、潜水士による係船アンカーの点検作業が実施される。
期 間 平成１６年７月６日、７日(予備８日～１５日)の日出～日没
区 域 ３地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

(1) 34-20-51N 134-53-57E
(2) 34-20-50N 134-53-57E
(3) 34-20-48N 134-53-51E

警戒船 １隻配備
備 考 作業船のアンカーワイヤーの水深3m地点を浮標で表示
海 図 Ｗ１１４９(分図「洲本港」)
出 所 神戸海上保安部

★１６年５２９項 東播磨港 － 物揚場築造工事
物揚場の築造工事が実施されている。
期 間 平成１６年９月３０日までの日出～日没
区 域 34-41-37N 134-53-08E付近
海 図 Ｗ１０７
出 所 東播磨港長

★１６年５３０項 東播磨港 － 航路付近 重量物荷役作業
西防波堤周辺において、潜水作業を伴うケーソン積込作業が実施されている。
期 間 平成１６年８月７日まで(予備８日～１４日)の日出～日没
区 域 ４地点により囲まれる区域

(1) 34-42-03N 134-49-54E
(2) 34-41-55N 134-49-37E
(3) 34-42-16N 134-49-22E
(4) 34-42-24N 134-49-39E

警戒船 ２隻配備
備 考 ・作業船のアンカーワイヤー水深５ｍの位置を

黄色球形浮標で表示
・ケーソンを積んだ台船は、姫路港網干区に曳航される

海 図 Ｗ１０７
出 所 東播磨港長

★１６年５３１項 姫路港 海上訓練
広畑航路東側において、巡視船等10隻及び航空機による海上訓練が
実施される。
期 間 平成１６年７月５日の1400～1530
区 域 34-44-57N 134-38-14Eを中心とする半径1000メートルの円内
海 図 Ｗ１３４Ｂ
出 所 姫路港長
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★１６年５３２項 家島諸島 － 家島、天神鼻付近 防波堤築造工事
潜水作業を伴う防波堤築造工事が実施される。
期 間 平成１６年６月２８日～９月３０日(予備日含む)
区 域 34-40.8N 134-32.7E付近
警戒船 配備
標 識 作業船のアンカー位置を、俵型浮標で表示
海 図 Ｗ１１１３
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５３３項 四国南岸 － 日和佐港 灯設置
恵比須浜漁港に緑色灯が設置されている。
位 置 33-44-25.0N 134-33-20.2E
海 図 Ｗ１４５９
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５３４項 四国南岸 － 牟岐港 浮桟橋設置
瀬戸川河口南方において、浮桟橋が設置されている。
区 域 １ 浮桟橋

２地点を結ぶ線上（幅10メートル）
(1) 33-39-47.4N 134-28-08.0E
(2) 33-39-47.5N 134-25-07.1E

２ 連絡橋
２地点を結ぶ線上（幅２メートル）
(1) 33-39-47.5N 134-25-07.1E
(2) 33-39-47.5N 134-25-06.5E

備 考 浮桟橋付近の海図図載の「いけす」は存在しない
海 図 Ｗ５９(分図「牟岐港」)
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５３５項 四国南岸 － 牟岐港 防波堤延長
西防波堤が延長されている。
位 置 ３地点を結ぶ線上

(1) 33-39-50.5N 134-25-11.2E
(2) 33-39-50.0N 134-25-11.7E
(3) 33-39-49.1N 134-25-11.6E

備 考 防波堤の幅は、(1)(2)間4.4ｍ、(2)(3)間7.0ｍ
海 図 Ｗ５９(分図「牟岐港」)
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５３６項 四国南岸 － 浅川港 無線塔存在
伊勢田川河口東方に無線塔が存在している。
区 域 33-37-55.1N 134-22-04.3E
海 図 Ｗ５９(分図「浅川港」)
出 所 五本部海洋情報部
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★１６年５３７項 四国南岸 － 浅川港 防波堤完成
次の防波堤が完成及び延長工事が実施されている。
１ 浅川前防波堤（完成）

位 置 33-37-33.5N 134-22-50.2E付近(海図記載工事中区域)
２ 南防波堤（完成）

位 置 ２地点を結ぶ線上（幅16ｍ）
(1) 33-37-43.0N 134-22-42.4E
(2) 33-37-40.0N 134-22-43.5E

備 考 上記(1)位置至近に緑色灯設置
３ 北防波堤（完成）

位 置 ３地点を結ぶ線の南西側
(1) 33-37-51.9N 134-22-39.8E
(2) 33-37-53.8N 134-22-39.2E
(3) 33-37-58.8N 134-22-37.2E

備 考 防波堤の幅は、(1)(2)間14.3ｍ、(2)(3)間9.8ｍ
４ 北防波堤（延長工事）

期 間 当分の間
位 置 ３地点を結ぶ線の南西側

(1) 33-37-48.7N 134-22-41.0E
(2) 33-37-51.0N 134-22-40.2E
(3) 33-37-51.9N 134-22-39.8E

備 考 防波堤の幅は、(1)(2)間12.1ｍ、(2)(3)間14.3ｍ
海 図 Ｗ５９(分図「浅川港」)
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５３８項 四国南岸 － 甲浦港 灯浮標について
唐人ケ鼻南方において、赤色灯付浮標（やぐら型）が設置されている。
位 置 33-32-16.9N 134-18-16.7E
備 考 上記位置付近の海図図載黄色浮標は撤去されている。
海 図 Ｗ５９(分図「甲浦港」)
出 所 五本部海洋情報部

★１６年５３９項 四国南岸 － 甲浦港 離岸堤一部撤去
甲浦大橋南側の消波ブロックが一部撤去されている。
位 置 下記各２地点を結ぶ線上付近

１(1) 33-32-46N 134-18-07E
(2) 33-32-42N 134-18-08E

２(1) 33-32-44N 134-18-08E
(2) 33-32-44N 134-18-10E

海 図 Ｗ５９(分図「甲浦港」)
出 所 五本部海洋情報部
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船舶保安情報の通報について
外国から日本に入港しようとする船舶の皆さんへの重要なお知らせです。

平成１６年７月１日から、テロ対策として改正SOLAS条約及び国際船舶・港湾保安法が
施行され、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、日本への入港前に、所定の
海上保安部署に対して「船舶保安情報」の通報が必要となります。

※ この通報は、日本船／外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日
本に入港しようとするすべての船舶に義務付けられます。
※ この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域（東京湾、伊勢湾又は瀬戸
内海をいいます。）に入域する場合も必要となります。
※ この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。
（したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内の航海では必要ありませ
ん。）

◆ 通報の時機はいつですか？
＊ 入港２４時間前までに通報してください。

ただし、特定海域にある港に入港する場合には、特定海域に入域する２４時間
前までに通報してください。

◆ 通報先はどこですか？
＊ 入港する港を管轄する保安部署に通報してください。

日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署
に通報してください。（詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせ下
さい。）

◆ その他、通報の方法はどうなっていますか？
＊ 通報者・・・船長のほか、所有者やそれらの代理人（代理店等）もＯＫ
＊ 通報手段・・・港湾ＥＤＩのほか、ＦＡＸ、書面の郵送・手交等もＯＫ

◆ 荒天等、やむを得ない理由で２４時間前までに通報して入港できない場合は、どう
すればいいのでしょうか？
＊ 直ちに、所定の通報先に通報してください。

ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港
後直ちに通報してください。（詳しくは最寄りの管区海上保安本部まで お問い
合わせください。）

・船舶保安情報は、テロ対策のため、外国から日本に入港しようとする船舶について、船舶の基礎情
報や保安措置の実施状況に関して通報をお願いするものです。

・海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。
従わない場合は入港を禁止されることがありますので、ご注意ください。

・通報しなかった船長又は虚偽通報を行った者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せら
れるほか、入出港にも支障を生じる場合がありますので、ご注意ください。

通報用紙は、海上保安庁ホームページ（ ）からh t tp://www.ka iho.mlit .go.jp/
ダウンロードすることができます。
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Repor t ing on the Secu r it y In form a t ion of sh ips

Th is is an im por t an t n ot ice to those wh o in t end to en t er in to J apanese por t s fr om foreign
cou n t r ies.

F rom 1 J u ly, 2004, th e revised SOLAS regu la t ions an d th e la w for th e secu r it y of sh ips a nd ofst

por t fa cilit ies comes in to force to pr even t a n d su ppress t er ror ism a ct s aga inst sh ips. All sh ips
wh ich come from foreign por t s and in tend to en t er por t s in J a pa nese wa ter s a r e requ ir ed to
repor t secu r it y in form a t ion of th eir sh ips to designa t ed Coast Gu ard officer s before en ter ing
in to por t in accordance with the form a t a t t ached here with .

Any sh ip which in t en ds to en t er a J apan ese por t from a for eign cou n t r y is r equ ir ed to□
r epor t , r ega rdless of th eir n a t ion a lit y, t h eir size of sh ip, t ype of sh ip, et c.
Th ose sh ips en t er in g in t o specific a reas regu la t ed in t h e law, n a m ely Tokyo Wa n , Ise Wa n□
or Seto Na ika i a re a lso requ ir ed to repor t t h is in form a t ion .
Th is r epor t is r equ ir ed on ly wh en pr eviou s por t s of ca ll wer e a foreign por t . (Therefore, it□
is n ot r equ ir ed for a voyage to a secon d J a pa nese por t if t he previous por t had been a
J apan ese por t .)

Wh en sh ou ld the repor t be su bmit t ed?□
Plea se repor t 24 hour s before en t r y in to por t .□
H owever , in ca se of en ter ing in to the a forem en t ion ed specific a r ea , plea se repor t even 24
h ou r s before en t er ing in t o th ose specific a rea .

Wh om sh ou ld the repor t be subm it t ed to?□
Plea se repor t t o the Coast Gu ar d office wh ich has ju r isdict ion of the por t where you□
in t end to en ter .
In ca se you in tend to n aviga te in a specific a r ea withou t ca lling on any J apanese por t ,
plea se r epor t t o the Coast Gu ard office list ed on the n ot ifica t ion . (P lea se a sk the n ea rest
office of J a pan Coast Gu a rd)

Wh o shou ld su bm it t h e r epor t ?□
Capta in , owner s, a nd th ose r epresen t a t ives (a gency etc.) can su bmit t he repor t .□

Wh at is the method of th e repor t ?□
EDI, fax, m a il, h and delivery, et c. a r e accept a ble.□

Wh at sh ou ld I do when it seems to be difficu lt t o en t er in to por t or specific a r ea a t the ETA□
of t h e repor t owin g to u na voidable rea son s su ch a s ba d wea t h er .

P lea se repor t im m edia t ely to a predet erm in ed r epor t in g pla ce.□
However , wh en ther e is imm in en t danger a nd it is necessa ry to en t er in to por t
im media t ely, plea se repor t im m edia t ely a ft er en t ry in to por t . (P lea se a sk th e n ea rest office
of t h e J a pa n Coa st Gu ar d)

As a m easu re a ga in st t er ror ism th e secu r it y in form a t ion of sh ip a sks you a bou t th e・
secu r it y sit u a t ion an d a secu r ity m easu res of th e vessel wh ich will a r r ive in J a pa n
from a foreign cou n t ry.
Wh en th er e a re qu est ion s an d dir ect ion s from th e J apa n Coast Gu a rd, plea se follow・
t h em . Keep in min d tha t en t ry in to por t m ay be for bidden if t h ese ru les a r e n ot
followed.
Keep in mind tha t a fine will be en forced on the capt a in wh o did not r epor t , or t hose・
wh o subm it t ed a fa lse repor t , of on e yea r or less of pen a l ser vit u de, or u p to a 500,000
yen fin e, a s well a s possible ext en ded delays rega rdin g en t ry in to por t an d depa r tu re.

You ca n d own loa d a r ep or t p a p e r fr om h om ep a ge of t h e J a p a n C oa s t Gu a r d .

（ ）h t t p ://www.k a ih o.m li t .go. jp /a p p ly/h oa n 0 0 .h t m l


